
○桜井宇陀広域連合公印規則 

平成9年3月31日 

                                規 則 第 ５ 号 

改正 平成11年8月1日規則第４号   平成13年2月1日規則第１号 

平成18年6月13日規則第３号  平成19年3月30日規則第２号 

               平成26年2月19日規則第２号 

 （趣旨） 

第１条 桜井宇陀広域連合の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定め

るところによる。 

 （公印の用途） 

第２条 公印は、広域連合長名その他の職名又は庁名等をもって発する公文書に用いる

印章とする。 

 （公印の種類） 

第３条 公印の種類、書体、規格、個数、用途及び管理する課（以下「公印管理課」と

いう。）は別表第１のとおりとし、そのひな形は、別表第２のとおりとする。 

 （公印の管理） 

第４条 公印の管理は、公印管理課の長（以下「公印管理者」という。）が行う。 

 （公印取扱責任者） 

第５条 公印取扱責任者は、公印管理者の命を受け、公印の管理その他公印に関する事

務に従事する。 

 （公印の登録等） 

第６条 総務課長は、公印台帳（第１号様式）を備え、必要事項を登録しておかなけれ

ばならない。 

２ 総務課長は、毎年１回以上公印管理課の管理する公印について公印台帳と照合しな

ければならない。 

 （公印の使用） 

第７条 公印は、公文書に押印するほか、使用することはできない。 

２ 公印取扱責任者は、決裁を経た原議書により、公印を使用しなければならない。 

 （公印の刷込み） 

第８条 公印の印影を印刷する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項につい

て、その都度総務課長に協議しなければならない。 

 （電子計算組織による公印） 

第９条 公印は、公印管理者を経て事務局長の承認を受けたときは、公印の印影を電子

計算組織に記録することができる。 

２ 電子計算組織を利用して証明又は通知等の事務を行う課の長は、それぞれの証明書

又は通知書等について、その都度電子印使用承認願（第３号様式）により公印管理者

を経て事務局長の承認を受けて、電子計算組織に記録した公印の印影（以下「電子印」

という。）を出力して公印の押印にかえることができる。ただし、介護保険課におい



て介護保険関係事務の認証（別表第３）を電子計算組織から出力し認証を行う際、電

子印を出力して公印の押印にかえる場合は、電子印使用承認願を省略することができ

る。 

３ 公印管理者は、常に電子印の使用状況を的確に把握し、不正使用がないように電子

印を厳正に管理しなければならない。 

 （公印の新調等） 

第１０条 公印管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、次の事項に

ついて総務課長と協議しなければならない。 

 ⑴ 公印の新調、改刻又は廃止しなければならない理由 

⑵ 公印を新調又は廃止しようとする公印の種類、書体、規格、個数、用途、公印管

理課及びひな形 

⑶ その他必要な事項 

 （公印の返還） 

第１１条 公印管理者は、磨滅、き損その他の理由により不用となった公印は、速やか

に総務課長に返還しなければならない。 

２ 総務課長は、前項の規定により不用となった日から起算して桜井宇陀広域連合印、

広域連合長印については永年、その他については５年、それぞれ保管しなければなら

ない。 

３ 保存期限を経過した公印は、総務課長において切断又は焼却その他適当な方法で廃

棄処分に付さなければならない。 

 （公印の事故） 

第１２条 公印管理者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公

印事故届書（第２号様式）により、総務課長を経て広域連合長に報告しなければなら

ない。 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成11年8月1日規則第４号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成13年2月1日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成18年6月13日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成19年3月30日規則第２号） 

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

   附 則（平成26年2月19日規則第２号） 

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

 

 

 



別表第１（第３条関係） 

公印の種類 
ひな

形 
書 体 

規 格 

(ﾐﾘﾒｰﾄﾙ) 
個数 用     途 

公 印 

管理課 

広 域 連 合 印 １ てん書 方２４ １ 
広域連合名をもって

発する文書 
総務課 

広 域 

連 合 長 印 
２ てん書 方２４ １ 

広域連合長名をもっ

て発する文書 
総務課 

広 域 連 合 長 

職務代理者印 
３ てん書 方２４ １ 

広域連合長に事故が

あるとき又は欠けた

とき 

総務課 

副 広 域 

連 合 長 印 
４ てん書 方２４ １ 

副広域連合長名をも

って発する文書 
総務課 

会計管理者印 ５ てん書 方２４ １ 
会計管理者名をもっ

て発する本書 
総務課 

事 務 局 長 印 ６ てん書 方２４ １ 
事務局長名をもって

発する文書 
総務課 

広域連合長印 ７ てん書 方２１ １ 
介護保険事務用電子

印専用 

介 護 

保険課 

介 護 認 定 

審 査 会 長 印 
８ てん書 方２４ １ 

介護認定審査会長名

をもって発する文書 

介 護 

保険課 

障 害 支 援 区 

分 認 定 審 査 

会 長 印 

９ てん書 方２４ １ 

障害支援区分認定審

査会長名をもって発

する文書 

介 護 

保険課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３（第９条関係） 

  電子印使用承認を省略できる書類 

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 

介護保険要介護状態区分変更通知書 

介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 

介護保険サービスの種類指定結果通知書 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

桜 井 宇 陀 広 域 連 合 公 印 台 帳 

公 印 の 

種 類 
 書体規格  

使用開始         年   月   日 

使用廃止         年   月   日 

使用廃止

理 由 
 

用 

 

 

 

 

 

途 

 

印 

 

 

 

 

 

影 

 

備 

 

 

 

 

 

考 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第12条関係） 

公  印  事  故  届  書 

年  月  日 

公印管理者     課 氏名        ㊞ 

 

 下記のとおり公印に事故がありましたので届けます。 

記 

１ 事故のあった公印名  

２ 事 故 の 内 容  

３ 事故の後における 

  処 理 の 顛 末 
 

４ その他必要事項   

 

 

第3号様式（第9条関係） 

事 務 
局 長 

次 長 課 長 主 幹 係 長 係 

 

公 印 
管理者 

 

 

      

 

電 子 印 使 用 承 認 願 

 

 起案     年   月   日                   課 

 

 決裁     年   月   日 

電子印使用 
書類の名称 

 使 用 枚 数  

公印の種類  作 業 期 間  

電子印使用 

を必要とす 

る 理 由 

 
総 務 課 

確 認 印 

枚  数 担当者印 

  

 


